
様式第１号（第４条第１項／附則第２条第１項関係）農業用ため池の届出

令和 〇 年 〇 月 〇 日

岡山県知事　伊原木　隆太　　殿
届出者氏名　（法人・団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

溜池　　太郎

住所

岡山市北区内山下２－４－６

０８６－０００－００００

溜池　　太郎

岡山市北区内山下２－４－６

同　　　　　上

同　　　　　上

委任・賃借・共同（入会）・その他（事務管理など）

［添付資料］

（１）　位置が分かる資料

（２）　法人の定款又は寄附行為の写し（所有者又は管理者が法人である場合）

（３）　団体の規約等（管理者が法人でない団体である場合）

（４）　その他参考となるべき書類

（備考）
１　附則第２条第１項は、既存農業用ため池の所有者等が都道府県知事へ届出を行う場合。
２　管理の権原の種類は該当する項目を○で囲むこと。
３　管理者は、所有権以外の権原に基づいて管理を行う者である。

農業用ため池の届出書

電話番号

農業用ため池の管理及び保全に関する法律第４条第１項／附則第２条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

ふりがな 〇〇〇〇いけ

他　　　名（別紙）

ため池の名称（番号） 〇〇池 （330000000）

ため池の所在地 〇〇市〇〇 ０－０－０

所有者

氏名（名称）

住所

代表者
（法人の場合）

共有者

0.0

管理者

氏名（名称）

住所

代表者
（法人又は団体の場合）

共同管理者 他　　　名（別紙）

管理の内容 取水にかかる樋等の操作・草刈り・ため池の点検・ため池の修繕・その他（　　　　　　　　）

管理の権原の種類

堤高(m) 0.0 堤頂長(m) 0.0 総貯水量(千m3)

管理者が所有者と同じ

場合は同上と記載して

ください。

登記簿の名義人

の情報

該当項目を囲ってください。

位置図を添付してください。

所有者（の相続人）は、所有権で

あり囲みは不要です。

ため池番号、堤高、

堤頂長、総貯水量に

ついては、ため池所

在の市町村へ確認し

てください。



別紙　共有者・共同管理者一覧

氏名 住所

氏名 住所

共　有　者

共　同　管　理　者



様式第２号（第４条第２項／附則第２条第２項関係）農業用ため池の変更届出 

 

農業用ため池の変更届出書 

 

                                令和〇年 〇月 〇日 

 

岡山県知事 伊原木 隆太  殿 

 

               届出者氏名（法人・団体にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

                     溜池 次郎 

住所 

    岡山市北区内山下２－４－６ 

 

電話番号  ０８６－０００－０００ 

 

 

農業用ため池に関する届出事項に変更が生じたので、農業用ため池の管理及び保全に関する法律

第４条第２項（附則第２条第２項）の規定により下記のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 

 

１ 農業用ため池の名称 

  

 ○○池（330000000） 

 

２ 農業用ため池の所在地 

 

  ○○市○○ ０－０－０ 

 

３ 変更の年月日 

 

  令和〇年〇月〇日 

 

４ 変更の内容 

 

  所有者の変更  変更前：溜池 太郎  

変更後：溜池 次郎 

 

５ 変更の理由 

 

  土地を相続したため 

 

 [備考] 

 １ 附則第２条第２項は、既存農業用ため池の所有者等が都道府県知事へ届出を行う場合 

 



様式第３号（第４条第２項関係）農業用ため池の廃止届出  

 

農業用ため池の廃止届出書 

 

                                令和〇年 〇月 〇日 

 

岡山県知事 伊原木 隆太  殿 

 

               届出者氏名（法人・団体にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

                     溜池 太郎   

住所 

    岡山市北区内山下２－４－６ 

 

電話番号  ０８６－０００－０００ 

 

 

農業用ため池を廃止したので、農業用ため池の管理及び保全に関する法律第４条第２項の規定に

より下記のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 

 

１ 農業用ため池の名称 

 

 ○○池（330000000） 

 

２ 農業用ため池の所在地 

 

  ○○市○○ ０－０－０ 

 

３ 廃止の年月日 

 

  令和〇年〇月〇日 

 

４ 廃止の理由 

 

  廃止工事の実施により、ため池の堤体を除去し、貯水機能がなくなったため 

 

５ 廃止後のため池、敷地の利用計画 

 

  山地からの雨水等の流路として利用 

  

 


